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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基地局及び第２の基地局からそれぞれ所定のタイミングで送信され、各基地局と
の同期に用いられる第１及び第２のリファレンス信号を移動局が受信する無線通信システ
ムにおいて、
　前記移動局は、
　前記第１の基地局から、前記第１の基地局と前記移動局との間の上り同期に用いられる
物理制御チャネルに含まれる複数の系列番号のうちの一部の系列番号を受信する第１受信
部と、
　前記第２の基地局から送信された前記第２のリファレンス信号の受信タイミングに応じ
たタイミングで、前記第１の基地局に対し前記一部の系列番号に対応する信号を送信する
第１送信部と、を備え、
　前記第１の基地局は、
　前記移動局に対し前記一部の系列番号を送信する系列番号送信部と、
　前記移動局から送信された前記一部の系列番号に対応する信号を受信する第２受信部と
、
　前記一部の系列番号に対応する信号の受信タイミングに応じたタイミングで、前記移動
局に対し前記第１のリファレンス信号を送信する第２送信部と、を備え、
　前記移動局は、前記第２のリファレンス信号のタイミングに同期した前記第１のリファ
レンス信号を受信する
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ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記一部の系列番号に対応する信号は、ランダムアクセス信号であることを特徴とする
請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記第１送信部は、前記第１の基地局よりも受信電力が小さい複数の前記第２の基地局
のうち、最も受信電力が大きい前記第２の基地局から送信された前記第２のリファレンス
信号の受信タイミングに応じたタイミングで、前記第１の基地局に対し前記一部の系列番
号に対応する信号を送信することを特徴とする請求項１又は２に記載の無線通信システム
。
【請求項４】
　前記第１送信部は、前記第１の基地局よりも信号対雑音比が小さい複数の前記第２の基
地局のうち、最も信号対雑音比が大きい前記第２の基地局から送信された前記第２のリフ
ァレンス信号の受信タイミングに応じたタイミングで、前記第１の基地局に対し前記一部
の系列番号に対応する信号を送信することを特徴とする請求項１又は２に記載の無線通信
システム。
【請求項５】
　第１の基地局及び第２の基地局からそれぞれ所定のタイミングで送信され、基地局との
同期に用いられる第１及び第２のリファレンス信号を受信する移動局において、
　前記第１の基地局から、前記第１の基地局と前記移動局との間の上り同期に用いられる
物理制御チャネルに含まれる複数の系列番号のうちの一部の系列番号を受信する受信部と
、
　前記第２の基地局から送信された前記第２のリファレンス信号の受信タイミングに応じ
たタイミングで、前記第１の基地局に対し前記一部の系列番号に対応する信号を送信する
送信部と、を備え、
　前記一部の系列番号に対応する信号に基づいて前記第１の基地局から送信され、前記第
２のリファレンス信号のタイミングに同期した前記第１のリファレンス信号を受信する
ことを特徴とする移動局。
【請求項６】
　第１の基地局及び第２の基地局からそれぞれ所定のタイミングで送信され、各基地局と
の同期に用いられる第１及び第２のリファレンス信号を移動局が受信する無線通信システ
ムの前記第１の基地局において、
　前記移動局に対し、前記第１の基地局と前記移動局との間の上り同期に用いられる物理
制御チャネルに含まれる複数の系列番号のうちの一部の系列番号を送信する送信部と、
　前記移動局において前記第２の基地局からの前記第２のリファレンス信号の受信タイミ
ングに応じたタイミングで送信された、前記一部の系列番号に対応する信号を受信する受
信部と、
　前記信号の受信タイミングに応じたタイミングで前記移動局に対し前記第１のリファレ
ンス信号が送信されるよう、前記第１のリファレンス信号を送信する前記所定のタイミン
グを補正するプロセッサと、
　を備えたことを特徴とする第１の基地局。
【請求項７】
　第１の基地局及び第２の基地局からそれぞれ所定のタイミングで送信され、各基地局と
の同期に用いられる第１及び第２のリファレンス信号を移動局が受信する通信制御方法に
おいて、
　前記移動局は、
　前記第１の基地局から、前記第１の基地局と前記移動局との間の上り同期に用いられる
物理制御チャネルに含まれる複数の系列番号のうちの一部の系列番号を受信し、
　前記第２の基地局から送信された前記第２のリファレンス信号の受信タイミングに応じ
たタイミングで、前記第１の基地局に対し前記一部の系列番号に対応する信号を送信し、
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　前記第１の基地局は、
　前記移動局に対し前記一部の系列番号を送信し、
　前記移動局から送信された前記一部の系列番号に対応する信号を受信し、
　前記一部の系列番号に対応する信号の受信タイミングに応じたタイミングで、前記移動
局に対し前記第１のリファレンス信号を送信し、
　前記移動局は、
　前記第２のリファレンス信号のタイミングに同期した前記第１のリファレンス信号を受
信する
　こと含むことを特徴とする通信制御方法。
【請求項８】
　第１の基地局及び第２の基地局からそれぞれ所定のタイミングで送信され、基地局との
同期に用いられる第１及び第２のリファレンス信号を受信する移動局による通信制御方法
であって、
　前記第１の基地局から、前記第１の基地局と前記移動局との間の上り同期に用いられる
物理制御チャネルに含まれる複数の系列番号のうちの一部の系列番号を受信し、
　前記第２の基地局から送信された前記第２のリファレンス信号の受信タイミングに応じ
たタイミングで、前記第１の基地局に対し前記一部の系列番号に対応する信号を送信し、
　前記一部の系列番号に対応する信号に基づいて前記第１の基地局から送信され、前記第
２のリファレンス信号のタイミングに同期した前記第１のリファレンス信号を受信する
　ことを含むことを特徴とする通信制御方法。
【請求項９】
　第１の基地局及び第２の基地局からそれぞれ所定のタイミングで送信され、各基地局と
の同期に用いられる第１及び第２のリファレンス信号を移動局が受信する無線通信システ
ムの前記第１の基地局による通信制御方法であって、
　前記移動局に対し、前記第１の基地局と前記移動局との間の上り同期に用いられる物理
制御チャネルに含まれる複数の系列番号のうちの一部の系列番号を送信し、
　前記移動局において前記第２の基地局からの前記第２のリファレンス信号の受信タイミ
ングに応じたタイミングで送信された、前記一部の系列番号に対応する信号を受信し、
　前記信号の受信タイミングに応じたタイミングで前記移動局に対し前記第１のリファレ
ンス信号が送信されるよう、前記第１のリファレンス信号を送信する前記所定のタイミン
グを補正する
　ことを含むことを特徴とする通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、移動局、基地局及び通信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、セルの範囲の異なる基地局が混在するネットワークシステム（以下、「ヘテロジ
ーニアスネットワーク」という）に関する技術の検討が進んでいる。このヘテロジーニア
スネットワークにおいては、セル間の干渉を低減するために、基地局間で信号の同期を行
なうことが望ましい。
【０００３】
　基地局間で信号の同期を行なう手法としては、ＧＰＳ（Global Positioning System）
を用いる同期手法、機器間の同期をとるための標準プロトコルであるＩＥＥＥ１５８８を
用いる同期手法、及び、ネットワークリスニングを用いる同期手法が知られている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】3GPP TS36.922 6.4.1.2 Synchronization requirement
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の手法では、以下に説明するような問題がある。例えば、
ＧＰＳを用いる同期手法では、ＧＰＳ衛星からの電波を受信し難い屋内等の環境に基地局
が設置された場合には、ＧＰＳによる信号を用いて基地局間で信号の同期を行なうことが
困難となる。
【０００６】
　また、ＩＥＥＥ１５８８やネットワークリスニングを用いる同期手法では、ＩＥＥＥ１
５８８やネットワークリスニングを実行する通信機器を同期対象となる全ての基地局に対
して機能実装する必要があり、基地局の製造、開発コストが増加する。
【０００７】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、基地局が設置される環境に関わら
ず、基地局間での信号の同期を容易に実現することができる無線通信システム、移動局、
基地局及び通信制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願の開示する無線通信システムは、第１の基地局及び第２の基地局からそれぞれ所定
のタイミングで送信され、各基地局との同期に用いられる第１及び第２のリファレンス信
号を移動局が受信する。移動局は、第１受信部と、第１送信部とを備える。第１受信部は
、前記第１の基地局から所定の識別情報を受信する。第１送信部は、前記第２の基地局か
ら送信された前記第２のリファレンス信号の受信タイミングに応じたタイミングで、前記
第１の基地局に対し前記所定の識別情報に対応する信号を送信する。第１の基地局は、第
２受信部と、第２送信部とを備える。第２受信部は、前記移動局から送信された前記所定
の識別情報に対応する信号を受信する。第２送信部は、前記所定の識別情報に対応する信
号の受信タイミングに応じたタイミングで、前記移動局に対し前記第１のリファレンス信
号を送信する。そして、前記移動局は、前記第２のリファレンス信号のタイミングに同期
した前記第１のリファレンス信号を受信する。
【発明の効果】
【０００９】
　本願の開示する無線通信システムの一つの態様によれば、基地局が設置される環境に関
わらず、基地局間での信号の同期を容易に実現することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本実施例に係る無線通信システムの構成例を示す図である。
【図２】図２は、本実施例に係るｅＮＢの構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、ｅＮＢ系列番号送信指示部による処理の具体例を示す図である。
【図４】図４は、図２に示したｅＮＢのハードウェア構成例を示す図である。
【図５】図５は、本実施例に係るＵＥの構成を示すブロック図である。
【図６】図６は、下りリンク情報記憶部の一例を示す図である。
【図７】図７は、下りリンク情報記憶部の他の例を示す図である。
【図８】図８は、図５に示したＵＥのハードウェア構成例を示す図である。
【図９】図９は、フェムト基地局が基地局間の同期処理を行う前の本実施例に係る無線通
信システムによる事前処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１０】図１０は、本実施例に係る無線通信システムによる基地局間同期処理の流れを
示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本願の開示する無線通信システム、移動局、基地局及び通信制御方法を図面に
基づいて詳細に説明する。
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【実施例】
【００１２】
　図１は、本実施例に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図１に示すように
、本実施例に係る無線通信システムは、基地局（ｅＮＢ： Evolved UTRAN NodeB）１０ａ
～１０ｎと、移動局（ＵＥ：User Equipment）２０とを含む。
【００１３】
　ｅＮＢ１０ａ～１０ｎは、所定の広さを有する無線通信領域であるセル１～３を収容し
、自局が収容するセル内に位置するＵＥ２０に対して無線リンクを提供する通信装置であ
る。ｅＮＢ１０ａ～１０ｎのうちフェムト基地局１０ａは、ここでは、例示的に、基地局
１０ｂよりもセルの範囲が狭い。また、フェムト基地局１０ａ配下のセルと重複又は隣接
する別の基地局１０ｂを、マクロ基地局１０ｂと表記することがあるものとする。また、
以下では、ｅＮＢ１０ａ～１０ｎを特に区別しない場合には、ｅＮＢ１０と表記すること
があるものとする。
【００１４】
　ＵＥ２０は、移動可能な無線通信装置であり、例えば、携帯電話端末である。ＵＥ２０
は、自身が在圏するセルを収容しているｅＮＢ１０を介して他のＵＥ等と通信を行う。例
えば、ＵＥ２０がフェムト基地局１０ａによって収容されたセル１に在圏する場合には、
ＵＥ２０とフェムト基地局１０ａとの間に無線リンクが設定され、設定された無線リンク
を通じて他のＵＥ等と通信を行う。
【００１５】
　また、ＵＥ２０は、フェムト基地局１０ａ及びマクロ基地局１０ｂからそれぞれ所定の
タイミングで送信され、各基地局との下り同期に用いられるリファレンス信号を受信する
。以下では、ＵＥ２０とフェムト基地局１０ａとの下り同期に用いられるリファレンス信
号を第１のリファレンス信号と呼び、ＵＥ２０とマクロ基地局１０ｂとの下り同期に用い
られるリファレンス信号を第２のリファレンス信号と呼ぶ。
【００１６】
　ここで、本実施例の無線通信システムによる基地局間同期方法について説明する。まず
、フェムト基地局１０ａは、ＵＥとの共通の物理制御チャネルであるＲＡＣＨ（Random A
ccess Channel）の系列番号のうち所定の系列番号を基地局間同期用の識別情報としてＵ
Ｅ２０へ送信する。
【００１７】
　そして、基地局間同期用の識別情報となる系列番号（以下「ｅＮＢ系列番号」）を受信
したＵＥ２０は、ｅＮＢ系列番号を記憶部に格納する。
【００１８】
　そして、フェムト基地局１０ａは、上り同期に用いられるＲＡＣＨ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ
（以下「ＲＡＣＨ－Ｐ」と略す）信号の送信を要求するＲＡＣＨ－Ｐ送信要求信号にｅＮ
Ｂ系列番号を含めてＵＥ２０へ送信する。
【００１９】
　そして、ＵＥ２０は、ｅＮＢ系列番号を含んだＲＡＣＨ－Ｐ送信要求信号を受信する。
そして、ＵＥ２０は、マクロ基地局１０ｂから送信された第２のリファレンス信号の受信
タイミングに応じたタイミングで、ｅＮＢ系列番号に対応するＲＡＣＨ－Ｐ信号をフェム
ト基地局１０ａに対して送信する。
【００２０】
　そして、ｅＮＢ系列番号に対応するＲＡＣＨ－Ｐ信号を受信したフェムト基地局１０ａ
は、このＲＡＣＨ－Ｐ信号の受信タイミングに応じたタイミングで、第１のリファレンス
信号をＵＥ２０に対して送信する。これにより、ＵＥ２０は、マクロ基地局１０ｂからの
第２のリファレンス信号のタイミングに同期した第１のリファレンス信号をフェムト基地
局１０ａから受信することができる。
【００２１】
　このように、本実施例の無線通信システムでは、フェムト基地局１０ａが、ＲＡＣＨの
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系列番号の一部をｅＮＢ系列番号としてＵＥ２０に通知し、ＵＥ２０が、ｅＮＢ系列番号
に対応するＲＡＣＨ－Ｐ信号をフェムト基地局１０ａに対して返信する。そして、ｅＮＢ
系列番号に対応するＲＡＣＨ－Ｐ信号を受信したフェムト基地局１０ａは、このＲＡＣＨ
－Ｐ信号の受信タイミングに応じたタイミングで、第１のリファレンス信号をＵＥ２０に
対して送信する。このため、本実施例の無線通信システムは、ＧＰＳ、ＩＥＥＥ１５８８
及びネットワークリスニングを用いることなく基地局間の同期を実現することができる。
つまり、本実施例の無線通信システムは、基地局が設置される環境に関わらず、基地局間
での信号の同期を容易に実現することができる。
【００２２】
　次に、本実施例に係るｅＮＢの構成について説明する。図２は、本実施例に係るｅＮＢ
１０の構成を示すブロック図である。図２に示すように、ｅＮＢ１０は、上位層プロトコ
ル処理部１１、下りリンク信号処理部１２、下りリンクベースバンド処理部１３、無線送
信部１４、デュプレクサ（ＤＵＸ：DUpleXer）部１５及びアンテナ１６を有する。また、
ｅＮＢ１０は、無線受信部１７、上りリンクベースバンド処理部１８、上りリンク信号処
理部１９及びスケジューラ部１１０を有する。
【００２３】
　上位層プロトコル処理部１１は、上りリンク信号処理部１９から入力される受信データ
に対してプロトコル終端等の各種処理を行う。また、上位層プロトコル処理部１１は、Ｕ
Ｅ２０等の外部へデータを送信する場合には、送信データを生成し、生成した送信データ
を下りリンクベースバンド処理部１３へ出力する。
【００２４】
　下りリンク信号処理部１２は、上位層プロトコル処理部１１から入力される送信データ
に対して、再送、秘匿及びレート制御等の下りレイヤ２処理を行う。下りリンクベースバ
ンド処理部１３は、下りリンク信号処理部１２から入力される送信データに対して、チャ
ネルコーディング、変調及び無線リソースマッピング等のベースバンド処理を行う。無線
送信部１４は、下りリンクベースバンド処理部１３から入力される送信データに対して、
Ｄ（Digital）／Ａ（Analog）変換、無線周波数帯へのアップコンバージョン及び電力増
幅等の無線処理を行う。
【００２５】
　デュプレクサ部１５は、無線送信部１４から入力される信号をアンテナ１６を介してＵ
Ｅ２０へ送信する。また、デュプレクサ部１５は、アンテナ１６から受信した信号を無線
受信部１７へ出力する。アンテナ１６は、ＵＥ２０から送信される信号を受信するととも
に、外部へ信号を送信するアンテナである。
【００２６】
　無線受信部１７は、デュプレクサ部１５から入力される信号に対して、Ａ／Ｄ変換、ベ
ースバンド周波数帯へのダウンコンバージョン及び電力増幅等の無線処理を行う。上りリ
ンクベースバンド処理部１８は、無線受信部１７から入力される受信データに対して、復
号、復調及び無線リソースデマッピング等のベースバンド処理を行う。上りリンク信号処
理部１９は、上りリンクベースバンド処理部１８から入力される受信データに対して、再
送要求信号生成、秘匿解除等の上りレイヤ２処理を行う。
【００２７】
　スケジューラ部１１０は、ｅＮＢ１０とＵＥ２０との上り同期や、ｅＮＢ１０間の同期
を制御する。スケジューラ部１１０は、リファレンス信号送信指示部１１１、ｅＮＢ系列
番号記憶部１１２、ｅＮＢ系列番号送信指示部１１３、ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信要求部１１
４、ＲＡＣＨ－Ｐ信号受信タイミング検出部１１５及び送信タイミング補正部１１６を有
する。
【００２８】
　リファレンス信号送信指示部１１１は、所定のタイミングで、ｅＮＢ１０とＵＥ２０と
の下り同期に用いられるリファレンス信号を送信するよう下りリンクベースバンド処理部
１３に指示する。例えば、リファレンス信号送信指示部１１１は、ｅＮＢ１０がフェムト
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基地局１０ａである場合には、フェムト基地局１０ａとの同期に用いられる第１のリファ
レンス信号を送信するよう下りリンクベースバンド処理部１３に指示する。また、リファ
レンス信号送信指示部１１１は、ｅＮＢ１０がマクロ基地局１０ｂである場合には、マク
ロ基地局１０ｂとの同期に用いられる第２のリファレンス信号を送信するよう下りリンク
ベースバンド処理部１３に指示する。なお、リファレンス信号送信指示部１１１がリファ
レンス信号を送信する送信タイミングは、後述の送信タイミング補正部１１６により補正
される。
【００２９】
　ｅＮＢ系列番号記憶部１１２は、基地局間の同期用の識別情報であるｅＮＢ系列番号を
記憶する。
【００３０】
　ｅＮＢ系列番号送信指示部１１３は、基地局間同期用の識別情報となるｅＮＢ系列番号
を送信するよう上位層プロトコル処理部１１に指示する。ここで、ｅＮＢ系列番号送信指
示部１１３による処理を具体的に説明する。
【００３１】
　図３は、ｅＮＢ系列番号送信指示部１１３による処理の具体例を示す図である。ｅＮＢ
系列番号送信指示部１１３は、ｅＮＢ１０とＵＥ２０との間の上り同期に用いられるＲＡ
ＣＨ－Ｐ信号の系列番号うち一部の系列番号をｅＮＢ系列番号として確保し、確保したｅ
ＮＢ系列番号をｅＮＢ系列番号記憶部１１２へ格納する。図３の例では、ｅＮＢ系列番号
送信指示部１１３は、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の６４個の系列番号（＃０～＃６３）のうち２個
の系列番号（＃６２及び＃６３）をｅＮＢ系列番号として確保し、確保したｅＮＢ系列番
号をｅＮＢ系列番号記憶部１１２へ格納する。
【００３２】
　そして、ｅＮＢ系列番号送信指示部１１３は、ｅＮＢ１０配下のセルに在圏するＵＥ２
０に対して該セル固有のパラメータを報知する報知情報に対してｅＮＢ系列番号記憶部１
１２に格納されたｅＮＢ系列番号を多重する。図３の例では、ｅＮＢ系列番号送信指示部
１１３は、報知情報に対して、ｅＮＢ系列番号＃６２及び＃６３を多重する。そして、ｅ
ＮＢ系列番号送信指示部１１３は、ｅＮＢ系列番号を含む報知情報をＵＥ２０に対して送
信するよう上位層プロトコル処理部１１に指示する。
【００３３】
　図２に戻り、ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信要求部１１４は、特定の系列番号に対応するＲＡＣ
Ｈ－Ｐ信号の送信をＵＥ２０に対して要求する信号であるＳｙｎｃ　ｒｅｑ信号を送信す
るよう下りリンクベースバンド処理部１３に指示する。ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信要求部１１
４は、上り同期のタイミングが到来した場合に、ＲＡＣＨ－Ｐ信号のうちｅＮＢ系列番号
記憶部１１２に格納されたｅＮＢ系列番号以外の系列番号を含むＳｙｎｃ　ｒｅｑ信号を
送信するよう下りリンクベースバンド処理部１３に指示する。一方、ＲＡＣＨ－Ｐ信号送
信要求部１１４は、基地局間の同期のタイミングが到来した場合に、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の
うちｅＮＢ系列番号記憶部１１２に格納されたｅＮＢ系列番号を含むＳｙｎｃ　ｒｅｑ信
号を送信するよう下りリンクベースバンド処理部１３に指示する。
【００３４】
　なお、基地局間の同期のタイミングとしては、周期的なタイミング、ｅＮＢ１０の電源
ＯＮのタイミング、及び、ｅＮＢ１０配下のセルにＵＥ２０が存在しない状態からＵＥ２
０が存在する状態へ遷移するタイミング等が想定される。また、ｅＮＢ１０がフェムト基
地局である場合には、基地局間の同期のタイミングは、ｅＮＢ１０がスリープモードから
復旧するタイミングであってもよい。
【００３５】
　ＲＡＣＨ－Ｐ信号受信タイミング検出部１１５は、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に応じてＵＥ
２０から送信されるＲＡＣＨ－Ｐ信号の受信タイミングを検出する。具体的には、ＲＡＣ
Ｈ－Ｐ信号受信タイミング検出部１１５は、ＵＥ２０から送信されるＲＡＣＨ－Ｐ信号を
受信する。ＲＡＣＨ－Ｐ信号受信タイミング検出部１１５は、第２受信部の一例である。
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そして、ＲＡＣＨ－Ｐ信号受信タイミング検出部１１５は、受信したＲＡＣＨ－Ｐ信号と
既知の信号パターンとの相関演算を実行することにより、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の受信タイミ
ングを検出する。
【００３６】
　また、ＲＡＣＨ－Ｐ信号受信タイミング検出部１１５は、検出したＲＡＣＨ－Ｐ信号の
受信タイミングを、受信したＲＡＣＨ－Ｐ信号の系列番号とともに送信タイミング補正部
１１６へ通知する。
【００３７】
　送信タイミング補正部１１６は、リファレンス信号送信指示部１１１によるリファレン
ス信号の送信タイミングを補正する。送信タイミング補正部１１６及びリファレンス信号
送信指示部１１１は、第２送信部の一例である。具体的には、送信タイミング補正部１１
６は、ＲＡＣＨ－Ｐ信号受信タイミング検出部１１５からＲＡＣＨ－Ｐ信号の受信タイミ
ングと、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の系列番号とを受け付ける。そして、送信タイミング補正部１
１６は、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の系列番号がｅＮＢ系列番号記憶部１１２に格納されたｅＮＢ
系列番号と一致するか否かを判定する。
【００３８】
　そして、送信タイミング補正部１１６は、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の系列番号がｅＮＢ系列番
号記憶部１１２に格納されたｅＮＢ系列番号と一致する場合に、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の受信
タイミングに基づいて、リファレンス信号の送信タイミングを補正する。例えば、送信タ
イミング補正部１１６は、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の受信タイミングと既知の信号パターンとの
伝搬遅延分だけ時間的に早くリファレンス信号の送信を行うようリファレンス信号送信指
示部１１１に要求して、リファレンス信号の送信タイミングを補正する。
【００３９】
　なお、送信タイミング補正部１１６は、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の系列番号がｅＮＢ系列番号
記憶部１１２に格納されたｅＮＢ系列番号と一致しない場合には、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の受
信タイミングを基にして上りリンクの送信タイミングの補正量を算出する。そして、送信
タイミング補正部１１６は、算出した上りリンクの送信タイミングの補正量をＲＡＣＨ　
ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号に含めてＵＥ２０に対して返信する。ＲＡＣＨ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ
信号を受信したＵＥ２０は、上りリンクの送信タイミングの補正量を用いて上りリンクの
タイミングを補正する。
【００４０】
　なお、図２に示したｅＮＢ１０は、物理的には、例えば図４に示すハードウェア構成に
よって実現される。図４は、図２に示したｅＮＢ１０のハードウェア構成例を示す図であ
る。図４に示すように、ｅＮＢ１０は、上位処理用プロセッサ１０１、ベースバンド処理
用プロセッサ１０２、記憶装置１０３、ベースバンド処理回路１０４、無線処理回路１０
５及びアンテナ１０６を有する。記憶装置１０３は、例えば、ＳＤＲＡＭ（Synchronous
　Dynamic　Random　Access　Memory)、ＲＯＭ（Read　Only　Memory)、フラッシュメモ
リ等である。ベースバンド処理回路１０４及び無線処理回路１０５は、ＬＳＩ（Large Sc
ale Integration）等である。アンテナ１０６は、無線処理回路１０５に接続される。ｅ
ＮＢ１０の上位層プロトコル処理部１１は、例えば、上位処理用プロセッサ１０１によっ
て実現される。また、下りリンク信号処理部１２、上りリンク信号処理部１９及びスケジ
ューラ部１１０は、ベースバンド処理用プロセッサ１０２によって実現される。また、下
りリンクベースバンド処理部１３及び上りリンクベースバンド処理部１８は、例えば、ベ
ースバンド処理回路１０４によって実現される。また、無線送信部１４、無線受信部１７
及びデュプレクサ部１５は、無線処理回路１０５によって実現される。アンテナ１６は、
アンテナ１０６によって実現される。
【００４１】
　次に、本実施例に係るＵＥの構成について説明する。図５は、本実施例に係るＵＥ２０
の構成を示すブロック図である。図５に示すように、ＵＥ２０は、上位層プロトコル処理
部２１、上りリンク信号処理部２２、上りリンクベースバンド処理部２３、無線送信部２
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４、デュプレクサ部２５及びアンテナ２６を有する。また、ＵＥ２０は、無線受信部２７
、下りリンクベースバンド処理部２８、下りリンク信号処理部２９及びスケジューラ部２
１０を有する。
【００４２】
　上位層プロトコル処理部２１は、下りリンク信号処理部２９から入力される受信データ
に対してプロトコル終端等の各種処理を行う。また、上位層プロトコル処理部２１は、ｅ
ＮＢ１０等の外部へデータを送信する場合には、送信データを生成し、生成した送信デー
タを上りリンク信号処理部２２へ出力する。
【００４３】
　上りリンク信号処理部２２は、上位層プロトコル処理部２１から入力される送信データ
に対して、再送、秘匿及びレート制御等の上りレイヤ２処理を行う。上りリンクベースバ
ンド処理部２３は、上りリンク信号処理部２２から入力される送信データに対して、チャ
ネルコーディング、変調及び無線リソースマッピング等のベースバンド処理を行う。無線
送信部２４は、上りリンクベースバンド処理部２３から入力される送信データに対して、
Ｄ／Ａ変換、無線周波数帯へのアップコンバージョン及び電力増幅等の無線処理を行う。
【００４４】
　デュプレクサ部２５は、無線送信部２４から入力される信号をアンテナ２６を介してｅ
ＮＢ１０へ送信する。また、デュプレクサ部２５は、アンテナ２６から受信した信号を無
線受信部２７へ出力する。アンテナ２６は、ｅＮＢ１０から送信される信号を受信すると
ともに、外部へ信号を送信するアンテナである。
【００４５】
　無線受信部２７は、デュプレクサ部２５から入力される信号に対して、Ａ／Ｄ変換、ベ
ースバンド周波数帯へのダウンコンバージョン及び電力増幅等の無線処理を行う。下りリ
ンクベースバンド処理部２８は、無線受信部２７から入力される受信データに対して、復
号、復調及び無線リソースデマッピング等のベースバンド処理を行う。下りリンク信号処
理部２９は、下りリンクベースバンド処理部２８から入力される受信データに対して、再
送要求信号生成、秘匿解除等の下りレイヤ２処理を行う。
【００４６】
　スケジューラ部２１０は、ｅＮＢ１０とＵＥ２０との上り同期や、ｅＮＢ１０間の同期
を制御する。スケジューラ部２１０は、受信電力測定部２１１、リファレンス信号受信タ
イミング検出部２１２及び下りリンク情報記憶部２１３を有する。また、スケジューラ部
２１０は、ｅＮＢ系列番号記憶部２１４、ｅＮＢ系列番号受信部２１５、ＲＡＣＨ－Ｐ信
号送信タイミング決定部２１６及びＲＡＣＨ－Ｐ信号送信指示部２１７を有する。
【００４７】
　受信電力測定部２１１は、無線受信部２７や下りリンクベースバンド処理部２８等を通
じて受信した、ｅＮＢ１０からのリファレンス信号の受信電力を測定する。受信電力測定
部２１１は、測定したリファレンス信号の受信電力をｅＮＢ１０ごとに下りリンク情報記
憶部２１３に格納する。
【００４８】
　リファレンス信号受信タイミング検出部２１２は、無線受信部２７や下りリンクベース
バンド処理部２８等を通じて受信したｅＮＢ１０からのリファレンス信号の受信タイミン
グを検出する。具体的には、リファレンス信号受信タイミング検出部２１２は、受信した
リファレンス信号と既知の信号パターンとの相関演算を実行することにより、リファレン
ス信号の受信タイミングを検出する。リファレンス信号受信タイミング検出部２１２は、
検出したリファレンス信号の受信タイミングをｅＮＢ１０ごとに下りリンク情報記憶部２
１３に格納する。
【００４９】
　下りリンク情報記憶部２１３は、下りリンクに関する情報をｅＮＢ１０ごとに記憶する
。下りリンク情報記憶部２１３の一例を図６に示す。図６に示す下りリンク情報記憶部２
１３は、下りリンクに関する情報として、物理Ｃｅｌｌ　ＩＤ、受信電力及び受信タイミ



(10) JP 5803566 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

ングといった項目を有する。
【００５０】
　物理Ｃｅｌｌ　ＩＤは、ｅＮＢ１０を識別するための情報であり、ここでは、ｅＮＢ１
０によって収容されるセルの識別子を示す。受信電力は、ｅＮＢ１０からのリファレンス
信号の受信電力を示す。受信タイミングは、ｅＮＢ１０からのリファレンス信号の受信タ
イミングを表し、フレーム番号、サブフレーム番号、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency D
ivision Multiplexing）シンボル番号及びサンプリング番号を含む。フレーム番号は、ｅ
ＮＢ１０から送信される複数のフレームのうちリファレンス信号を含むフレームの番号を
示す。サブフレーム番号は、１つのフレームに含まれる複数のサブフレームのうちリファ
レンス信号を含むサブフレームの番号を示す。ＯＦＤＭシンボル番号は、１つのサブフレ
ームに含まれる複数のＯＦＭシンボルのうちリファレンス信号を含むＯＦＤＭシンボルの
番号を示す。サンプリング番号は、１つのＯＦＤＥＭシンボルに含まれる複数のサンプル
のうちリファレンス信号を含むサンプルの番号を示す。
【００５１】
　例えば、受信電力測定部２１１は、物理Ｃｅｌｌ　ＩＤ「１１」で識別されるｅＮＢ１
０からのリファレンス信号の受信電力「Ｘ」を測定して、下りリンク情報記憶部２１３の
対応する受信電力に格納する。また、リファレンス信号受信タイミング検出部２１２は、
物理Ｃｅｌｌ　ＩＤ「１１」で識別されるｅＮＢ１０からのリファレンス信号の受信タイ
ミング「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」及び「Ｄ」を検出して、対応する受信タイミングに格納す
る。
【００５２】
　なお、図６では、下りリンク情報記憶部２１３が、各ｅＮＢからのリファレンス信号の
受信タイミングを含む例を示したが、あるセルを収容するｅＮＢと他のｅＮＢとの相対差
をリファレンス信号の受信タイミングとして含むこととしてもよい。下りリンク情報記憶
部２１３の他の例を図７に示す。図７に示す下りリンク情報記憶部２１３は、下りリンク
に関する情報として、物理Ｃｅｌｌ　ＩＤ、受信電力及び受信タイミングといった項目を
有する。なお、図７に示す物理Ｃｅｌｌ　ＩＤ、受信電力は、図６と同様であるので、こ
こではその説明を省略する。また、図７の物理Ｃｅｌｌ　ＩＤ「１１」で識別されるｅＮ
Ｂ１０は、ＵＥ２０に対するサービングセルを収容するものとする。
【００５３】
　受信タイミングは、ｅＮＢ１０からのリファレンス信号の受信タイミングを表し、フレ
ーム番号、サブフレーム番号、ＯＦＤＭシンボル番号及びサンプリング番号を含む。フレ
ーム番号は、リファレンス信号を含むフレームの番号と物理Ｃｅｌｌ　ＩＤ「１１」のｅ
ＮＢ１０に対応するフレームの番号との差分を示す。サブフレーム番号は、リファレンス
信号を含むサブフレームの番号と物理Ｃｅｌｌ　ＩＤ「１１」のｅＮＢ１０に対応するサ
ブフレームの番号との差分を示す。ＯＦＤＭシンボル番号は、リファレンス信号を含むＯ
ＦＤＭシンボルの番号と物理Ｃｅｌｌ　ＩＤ「１１」のｅＮＢ１０に対応するＯＦＤＭシ
ンボルの番号との差分を示す。サンプリング番号は、ＯＦＤＭシンボル番号は、リファレ
ンス信号を含むサンプルの番号と物理Ｃｅｌｌ　ＩＤ「１１」のｅＮＢ１０に対応するサ
ンプルの番号との差分を示す。
【００５４】
　図５に戻り、ｅＮＢ系列番号記憶部２１４は、基地局間の同期用の識別情報であるｅＮ
Ｂ系列番号を記憶する。
【００５５】
　ｅＮＢ系列番号受信部２１５は、ｅＮＢ１０からｅＮＢ系列番号を受信してｅＮＢ系列
番号記憶部２１４に格納する。ｅＮＢ系列番号受信部２１５は、第１受信部の一例である
。具体的には、ｅＮＢ系列番号受信部２１５は、上位層プロトコル処理部２１に入力され
るｅＮＢ１０からの受信データを監視して受信データから報知情報を検出する。そして、
ｅＮＢ系列番号受信部２１５は、検出した報知情報からｅＮＢ系列番号を分離することに
より、ｅＮＢ系列番号を受信してｅＮＢ系列番号記憶部２１４に格納する。
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【００５６】
　ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６は、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の送信タイミング
を決定する。具体的には、ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６は、ｅＮＢ１０
から受信したＳｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含まれる系列番号がｅＮＢ系列番号記憶部２１４に
記憶されたｅＮＢ系列番号と一致するか否かを判定する。
【００５７】
　そして、ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６は、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含
まれる系列番号がｅＮＢ系列番号と一致する場合に、以下の処理を行う。すなわち、ＲＡ
ＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６は、下りリンク情報記憶部２１３を参照して、
ＵＥ２０が在圏するセルを収容するｅＮＢ１０以外のｅＮＢ１０のうち最も受信電力が大
きいｅＮＢ１０を探索する。そして、ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６は、
最も受信電力が大きいｅＮＢ１０のセルに対応するリファレンス信号の受信タイミングを
ＲＡＣＨ－Ｐ信号の送信タイミングとして決定する。
【００５８】
　一方、ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６は、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含ま
れる系列番号がｅＮＢ系列番号と一致しない場合、すなわち、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含
まれる系列番号が上り同期用の系列番号である場合に、以下の処理を行う。すなわち、Ｒ
ＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６は、下りリンク情報記憶部２１３を参照して
、ＵＥ２０が在圏するセルに対応するリファレンス信号の受信タイミングをＲＡＣＨ－Ｐ
信号の送信タイミングとして決定する。
【００５９】
　また、ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６は、決定したＲＡＣＨ－Ｐ信号の
送信タイミングと、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含まれた系列番号とをＲＡＣＨ－Ｐ信号送信
指示部２１７へ通知する。
【００６０】
　ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信指示部２１７は、ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６
からＲＡＣＨ－Ｐ信号の送信タイミングと、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含まれた系列番号と
をＲＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６から受け付ける。そして、ＲＡＣＨ－Ｐ
信号送信指示部２１７は、受け付けた送信タイミングで、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含まれ
た系列番号に対応するＲＡＣＨ－Ｐ信号をｅＮＢ１０に対して送信するよう上りリンクベ
ースバンド処理部２３に指示する。ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部２１６及びＲ
ＡＣＨ－Ｐ信号送信指示部２１７は、第１送信部の一例である。
【００６１】
　なお、図５に示したＵＥ２０は、物理的には、例えば図８に示すハードウェア構成によ
って実現される。図８は、図５に示したＵＥ２０のハードウェア構成例を示す図である。
図８に示すように、ＵＥ２０は、プロセッサ２０１、記憶装置２０２、ベースバンド処理
回路２０３及び無線処理回路２０４及びアンテナ２０５を有する。記憶装置２０２は、例
えば、ＳＤＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等である。アンテナ２０５は、無線処理回
路２０４に接続される。ＵＥ２０の上位層プロトコル処理部２１、上りリンク信号処理部
２２、下りリンク信号処理部２９及びスケジューラ部２１０は、例えば、プロセッサ２０
１によって実現される。また、上りリンクベースバンド処理部２３及び下りリンクベース
バンド処理部２８は、例えば、ベースバンド処理回路２０３によって実現される。また、
無線送信部２４、無線受信部２７及びデュプレクサ部２５は、無線処理回路２０４によっ
て実現される。アンテナ２６は、アンテナ２０５によって実現される。
【００６２】
　次に、図９及び図１０を用いて、本実施例に係る無線通信システムによる処理の流れに
ついて説明する。ここでは、図１に示したフェムト基地局１０ａが、マクロ基地局１０ｂ
との間で信号の同期を行う処理の流れについて説明する。
【００６３】
　図９は、フェムト基地局１０ａが基地局間の同期処理を行う前の本実施例に係る無線通
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信システムによる事前処理の流れを示すシーケンス図である。図９に示すように、フェム
ト基地局１０ａは、所定のタイミングで第１のリファレンス信号をＵＥ２０に対して送信
する（ステップＳ１０１）。そして、第１のリファレンス信号を受信したＵＥ２０は、第
１のリファレンス信号の受信タイミングを基にして下り同期を行う。
【００６４】
　続いて、フェムト基地局１０ａは、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の系列番号のうち一部の系列番号
をｅＮＢ系列番号として確保し、確保したｅＮＢ系列番号をｅＮＢ系列番号記憶部１１２
へ格納する。そして、フェムト基地局１０ａは、フェムト基地局１０ａのセルに在圏する
ＵＥ２０に対して該セル固有のパラメータを報知するための報知情報に対してｅＮＢ系列
番号を多重する。そして、フェムト基地局１０ａは、ｅＮＢ系列番号を含む報知情報をＵ
Ｅ２０に対して送信する（ステップＳ１０２）。
【００６５】
　続いて、報知情報を受信したＵＥ２０は、報知情報からｅＮＢ系列番号を分離すること
により、ｅＮＢ系列番号を受信し（ステップＳ１０３）、ｅＮＢ系列番号記憶部２１４に
格納する（ステップＳ１０４）。
【００６６】
　図１０は、本実施例に係る無線通信システムによる基地局間同期処理の流れを示すシー
ケンス図である。ここでは、図９に示した処理の後に、フェムト基地局１０ａが、マクロ
基地局１０ｂとの間で信号の同期を行うまでの処理の流れについて説明する。
【００６７】
　図１０に示すように、フェムト基地局１０ａ及びマクロ基地局１０ｂは、所定のタイミ
ングで第１のリファレンス信号及び第２のリファレンス信号をＵＥ２０に対してそれぞれ
送信する（ステップＳ２０１及びＳ２０２）。そして、第１のリファレンス信号及び第２
のリファレンス信号を受信したＵＥ２０は、各リファレンス信号の受信電力を測定し、測
定したリファレンス信号の受信電力をｅＮＢごとに下りリンク情報記憶部２１３に格納す
る。そして、ＵＥ２０は、各リファレンス信号の受信タイミングを検出し、検出したリフ
ァレンス信号の受信タイミングをｅＮＢごとにリンク情報記憶部２１３に格納する。
【００６８】
　続いて、フェムト基地局１０ａは、上り同期のタイミングが到来した場合には、ＲＡＣ
Ｈ－Ｐ信号のうちｅＮＢ系列番号記憶部１１２に格納されたｅＮＢ系列番号以外の系列番
号を含むＳｙｎｃ　ｒｅｑ信号をＵＥ２０に対して送信する。一方、フェムト基地局１０
ａは、基地局間の同期のタイミングが到来した場合には、ｅＮＢ系列番号記憶部１１２に
格納されたｅＮＢ系列番号を含むＳｙｎｃ　ｒｅｑ信号をＵＥ２０に対して送信する（ス
テップＳ２０３）。
【００６９】
　続いて、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号を受信したＵＥ２０は、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含まれ
る系列番号がｅＮＢ系列番号記憶部２１４に記憶されたｅＮＢ系列番号と一致するか否か
を判定する（ステップＳ２０４）。ＵＥ２０は、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含まれる系列番
号がｅＮＢ系列番号と一致しない場合には（ステップＳ２０４否定）、以下の処理を行う
。すなわち、ＵＥ２０は、下りリンク情報記憶部２１３を参照して、フェムト基地局１０
ａのセルに対応するリファレンス信号のタイミングをＲＡＣＨ－Ｐ信号の送信タイミング
として決定する（ステップＳ２０５）。その後、ＵＥ２０は、処理をステップＳ２０８に
進める。
【００７０】
　一方、ＵＥ２０は、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含まれる系列番号がｅＮＢ系列番号と一致
する場合には（ステップＳ２０４肯定）、以下の処理を行う。すなわち、ＵＥ２０は、下
りリンク情報記憶部２１３を参照して、フェムト基地局１０ａ以外のｅＮＢ１０のうち最
も受信電力が大きいｅＮＢ１０を探索する（ステップＳ２０６）。ここでは、最も受信電
力が大きいｅＮＢ１０は、マクロ基地局１０ｂであるものとする。そして、ＵＥ２０は、
最も受信電力が大きいマクロ基地局１０ｂのセルに対応するリファレンス信号の受信タイ
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ミングをＲＡＣＨ－Ｐ信号の送信タイミングとして決定する（ステップＳ２０７）。
【００７１】
　そして、ＵＥ２０は、ステップＳ２０５又はＳ２０７により決定した送信タイミングで
、Ｓｙｎｃ　ｒｅｑ信号に含まれた系列番号に対応するＲＡＣＨ－Ｐ信号をフェムト基地
局１０ａに対して送信する（ステップＳ２０８）。
【００７２】
　続いて、フェムト基地局１０ａは、ＵＥ２０から送信されたＲＡＣＨ－Ｐ信号を受信し
（ステップＳ２０９）、受信したＲＡＣＨ－Ｐ信号の受信タイミングを検出する（ステッ
プＳ２１０）。そして、フェムト基地局１０ａは、受信したＲＡＣＨ－Ｐ信号の系列番号
がｅＮＢ系列番号記憶部１１２に格納されたｅＮＢ系列番号と一致するか否かを判定する
（ステップＳ２１１）。
【００７３】
　そして、フェムト基地局１０ａは、受信したＲＡＣＨ－Ｐ信号の系列番号がｅＮＢ系列
番号と一致しない場合には（ステップＳ２１１否定）、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の受信タイミン
グを基にして上りリンクの送信タイミングの補正量を算出する（ステップＳ２１２）。そ
して、フェムト基地局１０ａは、算出した上りリンクの送信タイミングの補正量をＲＡＣ
Ｈ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号に含めてＵＥ２０に対して返信する（ステップＳ２１３）。そ
して、ＲＡＣＨ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号を受信したＵＥ２０は、上りリンクの送信タイミ
ングを補正する（ステップＳ２１４）。
【００７４】
　一方、フェムト基地局１０ａは、受信したＲＡＣＨ－Ｐ信号の系列番号がｅＮＢ系列番
号と一致する場合には（ステップＳ２１１肯定）、ＲＡＣＨ－Ｐ信号の受信タイミングに
基づいて第１のリファレンス信号の送信タイミングを補正する（ステップＳ２１５）。こ
れにより、フェムト基地局１０ａから送信される第１のリファレンス信号の送信タイミン
グと、マクロ基地局１０ｂから送信される第２のリファレンス信号の送信タイミングとが
同期する（ステップＳ２１６及びＳ２１７）。
【００７５】
　上述してきたように、本実施例の無線通信システムでは、フェムト基地局１０ａが、Ｒ
ＡＣＨの系列番号の一部をｅＮＢ系列番号としてＵＥ２０に通知し、ＵＥ２０が、ｅＮＢ
系列番号に対応するＲＡＣＨ－Ｐ信号をフェムト基地局１０ａに対して返信する。そして
、ＲＡＣＨ－Ｐ信号を受信したフェムト基地局１０ａは、このＲＡＣＨ－Ｐ信号の受信タ
イミングに応じたタイミングで、第１のリファレンス信号をＵＥ２０に対して送信する。
このため、本実施例の無線通信システムは、ＧＰＳ、ＩＥＥＥ１５８８及びネットワーク
リスニングを用いることなく基地局間の同期を実現することができる。つまり、本実施例
の無線通信システムは、基地局が設置される環境に関わらず、基地局間での信号の同期を
容易に実現することができる。
【００７６】
　また、本実施例の無線通信システムでは、ＵＥ２０は、複数の他のｅＮＢのうち最も受
信電力が大きいｅＮＢ１０ｂから送信されたリファレンス信号の受信タイミングに応じた
タイミングで、ｅＮＢ系列番号に対応するＲＡＣＨ－Ｐ信号をｅＮＢ１０ａに送信する。
このため、本実施例の無線通信システムは、フェムト基地局１０ａとセル間干渉を引き起
こす可能性の高いマクロ基地局１０ｂに対して、フェムト基地局１０ａにおける信号の送
信タイミングを同期させることができる。
【００７７】
　ところで、上記実施例では、ＵＥ２０は、複数の他のｅＮＢ１０ｂのうち最も受信電力
が大きいｅＮＢから送信されたリファレンス信号の受信タイミングに応じたタイミングで
、ｅＮＢ系列番号に対応するＲＡＣＨ－Ｐ信号をｅＮＢ１０ａに送信する例を示した。し
かしながら、ＲＡＣＨ－Ｐ信号を送信するタイミングはこれに限定されない。例えば、Ｕ
Ｅ２０は、複数の他のｅＮＢ１０ｂのうち最も信号対雑音比が大きいｅＮＢから送信され
たリファレンス信号の受信タイミングに応じたタイミングで、ｅＮＢ系列番号に対応する
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【符号の説明】
【００７８】
１０ａ　フェムト基地局
１０ｂ　マクロ基地局
１１　上位層プロトコル処理部
１２　下りリンク信号処理部
１３　下りリンクベースバンド処理部
１４　無線送信部
１５　デュプレクサ部
１６　アンテナ
１７　無線受信部
１８　上りリンクベースバンド処理部
１９　上りリンク信号処理部
２１　上位層プロトコル処理部
２２　上りリンク信号処理部
２３　上りリンクベースバンド処理部
２４　無線送信部
２５　デュプレクサ部
２６　アンテナ
２７　無線受信部
２８　下りリンクベースバンド処理部
２９　下りリンク信号処理部
１０１　上位処理用プロセッサ
１０２　ベースバンド処理用プロセッサ
１０３　記憶装置
１０４　ベースバンド処理回路
１０５　無線処理回路
１０６　アンテナ
１１０　スケジューラ部
１１１　リファレンス信号送信指示部
１１２　ｅＮＢ系列番号記憶部
１１３　ｅＮＢ系列番号送信指示部
１１４　ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信要求部
１１５　ＲＡＣＨ－Ｐ信号受信タイミング検出部
１１６　送信タイミング補正部
２０１　プロセッサ
２０２　記憶装置
２０３　ベースバンド処理回路
２０４　無線処理回路
２０５　アンテナ
２１０　スケジューラ部
２１１　受信電力測定部
２１２　リファレンス信号受信タイミング検出部
２１３　下りリンク情報記憶部
２１４　ｅＮＢ系列番号記憶部
２１５　ｅＮＢ系列番号受信部
２１６　ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信タイミング決定部
２１７　ＲＡＣＨ－Ｐ信号送信指示部
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